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Ⅰ　問題と目的

１　学校評価の位置づけ

　学校マネジメントに関わる一つの取組として学
校評価とその活用がある。
　平成19年改正の学校教育法において「小学校は，
文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の
教育活動その他の学校運営の状況について評価を
行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るた
め必要な措置を講ずることにより，その教育水準
の向上に努めなければならない（第42条）」「小学
校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民そ

の他の関係者の理解を深めるとともに，これらの
者との連携及び協力の推進に資するため，当該小
学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する
情報を積極的に提供するものとする（第43条）」
と規定された。これらの規定は，幼稚園（第28条），
中学校（第49条），高等学校（第62条），中等教育
学校（第70条），特別支援学校（第82条），専修学
校（第133条）及び各種学校（第134条第 ₂項）に，
それぞれ準用される。これによってすべての学校
において，学校評価が義務化された。
　その具体的な取組内容については，学校教育法
施行規則において「小学校は，当該小学校の教育

　学校マネジメントに関わる一つの取組として学校評価とその活用がある。文部科学省が示した学校評価
の目的の一つには「各学校が，自らの教育活動その他の学校運営について，目指すべき目標を設定し，そ
の達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより，学校として組織的・継続的な改
善を図ること」がある。この目的の実現のためには，学校評価のために実施した保護者等を対象とした調
査結果の分析方法が問われる。本稿では，特別支援学校における学校評価の取組を事例として，そこで取
組まれていた数値の増減多少に着目した分析の課題を指摘しつつ，それを補完し分析を深める方法として
ＣＳ（Customer Satisfaction：顧客満足度）を試行し比較検討を行った。これによって，改善すべき項目の
優先度を明らかにするなどの利点があった。今後，分析結果をいかに改善の取組に接続するかという実践
的な課題がある。
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活動その他の学校運営の状況について，自ら評価
を行い，その結果を公表するものとする（第66条）」
「小学校は，前条第 1項の規定による評価の結果
を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当
該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）
による評価を行い，その結果を公表するよう努め
るものとする（第67条）」「小学校は，第66条第 1
項の規定による評価の結果及び前条の規定により
評価を行った場合はその結果を，当該小学校の設
置者に報告するものとする（第68条）」と規定さ
れた。なお，これらの規定は，幼稚園（第39条），
中学校（第79条），高等学校（第104条），中等教
育学校（第113条），特別支援学校（第135条），専
修学校（第189条），各種学校（第190条）に，そ
れぞれ準用される。

２　学校評価の目的と実施方法

　文部科学省は「各学校や設置者における学校評
価の取組の参考に資するよう，その目安となる事
項を示すもの」として「学校評価ガイドライン」1）

を作成し公開している。ここでは，「法令の規定
や先進的な取組事例，また有識者等の議論を踏ま
え，学校評価を実効性ある取組とする上で指針と
なるモデルを設定し説明を記述している。各学校
や設置者は，その創意工夫により進めてきた学校
評価の取組の中に，本ガイドラインに示された内
容を適宜取り込むことにより，学校評価の一層の
改善に引き続き尽力されることを期待したい」と
の趣旨が記されている。
　あわせて，学校評価の目的として次の 3つが示
されている。すなわち，①各学校が，自らの教育
活動その他の学校運営について，目指すべき目標
を設定し，その達成状況や達成に向けた取組の適
切さ等について評価することにより，学校として
組織的・継続的な改善を図ること。
　②各学校が，自己評価及び保護者など学校関係
者等による評価の実施とその結果の公表・説明に
より，適切に説明責任を果たすとともに，保護者，
地域住民等から理解と参画を得て，学校・家庭・
地域の連携協力による学校づくりを進めること。

　③各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じ
て，学校に対する支援や条件整備等の改善措置を
講じることにより，一定水準の教育の質を保証し，
その向上を図ること。
　さらに，学校評価の実施手法として，各学校の
様々な実施手法を 3つの分類に整理している。す
なわち，①各学校の教職員が行う評価【自己評価】
である。これは，学校評価の最も基本となるもの
であり，校長のリーダーシップの下で，当該学校
の全教職員が参加し，設定した目標や具体的計画
等に照らして，その達成状況や達成に向けた取組
の適切さ等について評価を行うものである。
　②保護者，地域住民等の学校関係者などにより
構成された評価委員会等が，自己評価の結果につ
いて評価することを基本として行う評価【学校関
係者評価】である。これは，保護者，学校評議員，
地域住民，青少年健全育成関係団体の関係者，接
続する学校（小学校に接続する中学校など）の教
職員その他の学校関係者などにより構成された委
員会等が，その学校の教育活動の観察や意見交換
等を通じて，自己評価の結果について評価するこ
とを基本として行うものである。
　③学校とその設置者が実施者となり，学校運営
に関する外部の専門家を中心とした評価者によ
り，自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏ま
えつつ，教育活動その他の学校運営の状況につい
て専門的視点から行う評価【第三者評価】である。
これは，学校とその設置者が実施者となり，学校
運営に関する外部の専門家を中心とした評価者に
より，自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏
まえつつ，教育活動その他の学校運営の状況につ
いて，専門的視点から評価を行うものである。

３　期待される学校評価の効果

　期待されるあるいは重要視される学校評価の効
果として，次の ₄点が挙げられている。すなわち，
①学校評価の結果を踏まえ，各学校が自らその改
善に取り組むとともに，評価の結果を学校の設置
者等に報告することにより課題意識を共有するこ
とが重要である。これを踏まえ，設置者等は予算・



161知的障害特別支援学校における学校評価の取組実態と分析方法の試行的検討

人事上の措置や指導主事の派遣を行うなどの適切
な支援を行うことが必要である。
　②学校関係者評価の取組を通じて，教職員や保
護者，地域住民等が学校運営について意見交換し，
学校の現状や取組を知り課題意識を共有すること
により，相互理解を深めることが重要である。学
校評価を学校・家庭・地域間のコミュニケーショ
ン・ツールとして活用することにより，保護者・
地域住民の学校運営への参画を促進し，共通理解
に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学校づく
りを進めていくことが期待される。さらに，学校
評価を軸とした情報の共有と連携協力の促進を通
じて，学校・家庭・地域それぞれの教育力が高め
られていくことが期待できる。
　③第三者評価の取組を通じて，学校が自らの状
況を客観的に見ることができるようになるととも
に，専門的な分析や助言によって学校の優れた取
組や，学校の課題とこれに対する改善方策が明確
となる。さらに，学校運営が適切になされている
かどうかが確認される。これらの結果，学校の活
性化や信頼される魅力ある学校づくりにつながる
ことが期待される。
　④学校評価は，限られた時間や人員を，必要度・
緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中す
るといった，学校の教育活動の精選・重点化を進
める上で重要な役割を果たすものである。学校評
価の取組を通じて，学校として組織的に，今，重
点的に取り組むべきことは何かを把握し，その伸
長・改善に取り組むようになることが期待される。
　⑤学校評価は，あくまでも学校運営の改善によ
る教育水準の向上を図るための手段であり，それ
自体が目的ではない。学校評価の実施そのものが
自己目的化してしまわないよう，地域の実情も踏
まえた実効性のある学校評価を実施していくこと
が何よりも重要である。
　つまり，学校評価は，学校運営の改善により教
育水準の向上を図るための手段であり，実施その
ものが目的化してしまわないよう，学校評価の実
効性を高めることが重要である。2）

　学校評価等実施状況調査によれば，学校評価の

効果の認識において「大いに効果があった」との
回答が20％程度に留まったことについて「学校評
価の実効性を高めることが重要である」とされて
いる。同様に学校評価の活用方法について，学校
評価結果を「改善のための具体的な取組に活かし
た」のは自己評価実施校において80％程度，学校
関係者評価実施校において50％程度であり，「今
後の目標設定や取組の改善につなげることによ
り，学校運営のＰＤＣＡサイクルを機能させるこ
とが重要」とされている3）。
　これらは，その有効活用を模索し取り組んだ実
践研究における「教職員・保護者・学校評議員・
地域・来校者等多面的な立場からの異なる解釈や
価値を引き出し，葛藤させ，確かめ合う場として，
学校評価は重要な意味をもつ」4）という主張に通
ずる。

４　学校評価の取組状況

　このような実施の方針に照らして，現状はどう
であろうか。「毎年アンケートの集約や分析で多
くの時間と労力を費やしている割に，得られる成
果が乏しく，改善につながり難いという徒労感を
抱く」現場や「外部の評価を積極的に活用してい
く姿勢が求められる」現場において，学校評価の
結果の活用方法について改善案の提出を試みたア
クションリサーチがある5）6）。このアクションリ
サーチにおいて対象となった学校並びに，岩手大
学教育学部附属特別支援学校（以下，本校と記
す）をはじめとする岩手県内の特別支援学校ホー
ムページに公開されている学校評価の結果を閲覧
すると，学校評価アンケートの結果が質問事項に
対する回答一覧として公開されていた。あわせて，
回答の分析内容の説明と，改善事項についての対
策が記されている学校もあった。ところが，その
改善事項をどのような手立てをもって認定したの
かは不明示であることが少なくなかった。また，
本校を含めた多くの学校では，回答数のパーセン
テージの多少や前年度比によるポイントの増減多
少のうち，少及び減を根拠として改善事項の認定
がなされていた。このような分析方法は，多くの
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学校において採用されているようである。しかし
ながら，このような回答数やそのパーセンテージ
の増減多少の変化のみに着目する「素朴分析」に
ついて批判的に検討した研究は稀有である。
　そこで本研究では，学校評価の「素朴分析」に
おける課題を指摘し，その改善案としての分析方
法として「ＣＳ（Customer Satisfaction：顧客満足
度）分析」を試行し，その活用可能性を検討する
ことを目的とした。

Ⅱ　方法

１　対象

　対象とする本校は，知的障害を対象とし，在籍
児童生徒数は59名，小学部，中学部，高等部を有
する。学校評価は例年12月に実施し 1月にその結
果をまとめ，年度末にホームページにて公開して
いる。その内容は，教員による自己評価と保護者
による評価である。これらはいずれも独自に設定
した質問項目について「そう思う」「だいたいそ
う思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」
「分からないので答えられない」からの選択によっ
て回答を求めるものと自由記述から構成されてい
た。

２　資料の収集と考察の視点

　本校で取り扱う資料として次の内容を収集し
た。一つ目は，平成27年度及び平成28年度学校評
価の「結果と考察」の報告書である。これは「素
朴分析」によって作成された資料である。
　二つ目は，平成27年度学校評価及び平成28年度
学校評価のうちの保護者による学校評価の回答
（数量データのみ）である。これらは，統計的な
処理を行うために個人の特定はなされないこと，
校舎内でのデータの入力作業をすることを条件に
提供を受けた。これをＣＳ分析の対象とした。
　本稿では，平成27年度学校評価の「結果と考察」
とＣＳ分析の結果を比較対照し，ＣＳ分析がどの
ような課題の解決に資するかを考察する。

３　ＣＳ分析の方法

　平成27年度実施の保護者による学校評価（以下，
「Ｈ27調査」と記す）は，TABLE.1の内容によっ
て実施された。全26項目である。ただし，平成28
年度実施の保護者による学校評価（以下，「Ｈ28
調査」と記す）においては，「項目 ₉学校は，送
迎や日中デイなどのサービス事業者，学校医，相
談機関などと連携を深めていると思いますか」の
内容が「項目 ₉学校は，送迎や日中デイなどのサー
ビス事業者，学校医，相談機関などと連携し，必
要な支援を行っていますか」と「項目10学校，保
護者は，送迎や日中デイなどのサービス事業と連
携を図っていますか」の ₂つに分割され全27項目
になっている。なお，ＣＳ分析においては特段影
響はない。
　ＣＳ分析は市販のテキスト7）に基づいて実施す
る。ここでは各項目に座標を与えることで「ＣＳ
グラフ」に配置する。具体的にはＸ軸に重要度，
Ｙ軸に満足度をあてる。重要度を算出するために，
項目を「目的変数」と「説明変数」に分類する。
なお，一般的には前者を従属変数，後者を独立変
数という。ここでは「項目25本校の教育に満足し
ていますか」を目的変数とし，項目 1～24までを
「説明変数」とする。重要度とは，当該項目と目
的変数の相関を示す内容であり，「重要度偏差値」
（重要度偏差値＝10×（当該項目の単相関係数−
平均）÷標準偏差＋50）として算出される。一方，
満足度とは，当該項目に関する保護者の評価であ
り，「満足度偏差値」（満足度偏差値＝10×（当該
項目の単相関係数−平均）÷標準偏差＋50）とし
て算出される。
　「ＣＳグラフ」では ₄象限が想定される。すなわ
ち，「満足度が高くかつ重要度も高い」，「満足度が
高いが重要度は低い」，「満足度が低いが重要度は
高い」，「満足度が低くかつ重要度も低い」である。
ここから，改善の必要性が高い項目を指摘するこ
とができる。概ねそれは「満足度が低いが重要度
は高い」ものである。このことを踏まえ「改善度」
を算出する。改善度は，その項目の座標軸上の位
置と原点からの距離と角度によって算出される。
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TABLE. １　調査内容

※　設問9について、平成28年度では「設問９　学校は、送迎や日中デイなどのサービス事業者、学校医、相談機関などと連携し、必要な支援を行って
いますか」「設問10　学校、保護者は、送迎や日中デイなどのサービス事業と連携を図っていますか」の２つに分割された。これに伴い平成28年度では、
設問11以降の番号が一つずつずれている。例えば、平成27年度における設問26は平成28年度では設問27となった。）
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　このようなＣＳ分析のためには，回答について，
単なる回答数やそのパーセンテージではない数量
データに置き換える必要がある。そもそも回答方
法は統計的な分析を前提として作成されたもので
はなかった。そこで「そう思う」「だいたいそう
思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」に
ついて，それぞれ「 ₅」「 ₄」「 ₂」「 1」とし，「分
からないので答えられない」を「 3」（「どちらと
もいえない」）として数値化した注）。その上でこ
れらの数量データをテキストに付録されている専
用の分析ソフトをもって処理した。
　
４　倫理的配慮

　本稿における，学校評価のデータの処理の取扱，
ならびに結果の記述，公開に際しては，個人が特
定されないよう配慮及び点検をした。

Ⅲ　結果と考察

１�　「Ｈ27調査」における素朴分析とＣＳ分析の

比較検討

（ 1）素朴分析の結果
　回収率は93.2％（59名中55名から回収）であっ
た。
　報告書においては，各項目の「そう思う」「だ
いたいそう思う」を合わせた割合は，全26項目中
90～100％が20項目（前年度比＋ 1），80～89％が
₅項目（前年度比− 1），70～79％が 1項目（前
年度± ₀）と増加傾向にあり，概ね肯定的に評価
している，と概括していた。その上で，各項目に
関して，「そう思う」「だいたいそう思う」を併せ
た割合に着目し，次のような指摘がなされていた
（文中【　】〈　〉の記号は原文のままである）。
　・【項目 ₉   サービス事業者，学校医，相談機
関との連携】は「そう思う」「だいたいそう
思う」の合計が70～79％であるのに対し，そ
れ以外の 6項目は全て90％以上である

　・＜Ⅳ　教育活動＞　【項目19　子ども同士の
トラブル防止の配慮】【項目20　児童生徒の
立場に立った声掛けや対応をしている】は「そ

う思う」「だいたいそう思う」の合計が80～
89％であるのに対し，それ以外の ₅項目は全
て90％以上である。

　・「＜Ⅴ　進路指導＞　 3項目全てにおいて「そ
う思う」「だいたいそう思う」の合計が80～
89％である。

　・＜Ⅰ　学校運営＞＜Ⅲ　教育環境・安全＞＜
Ⅵ　ＰＴＡ活動＞＜Ⅶ　満足度＞　「そう思
う」「だいたいそう思う」の合計が全項目で
90％を超えている。

　さらに，前年度との比較から改善された点につ
いて，全26項目中，「そう思う」「だいたいそう思
う」を合わせた割合が90～100％の項目が20項目
と，前年度より 1項目の増である，と概括してい
た。その上で，「そう思う」「だいたいそう思う」
の合計の値が高くなった項目として次を挙げてい
た。
・【項目 ₇   家庭が困ったときに相談できる状況】
92.8％（昨年度88.3％）

・【項目15　子どもに合った学習課題，指導・支援】
90.9％（昨年度86.3％）
・【項目18　子どもの興味関心に応え得意なこと
を伸ばす適切な学習】90.9％（昨年度86.3％）

・【項目19　子ども同士のトラブル防止の配慮】
89.1％（昨年度76.5％）
・【項目21　働くことに必要な力を付ける学習】
89.1％（昨年度86.3％）
・【項目22　進路先や卒業後の働く場を知る学習】
87.2％（昨年度84.3％）
（ ₂）ＣＳ分析の結果
　「Ｈ27調査」のＣＳグラフと改善度をそれぞれ
FIG.1，TABLE.2にそれぞれ示した。これらによ
れば「満足度が高くかつ重要度も高い」項目を改
善度が低い順に10項目挙げる。
・項目20　子どもの立場に立った対応や声掛けが
なされていると思いますか
・項目17　基本的生活習慣や挨拶などのマナー，
生活の技能を身に付ける学習は適切に行われて
いると思いますか
・項目11　学校は，子どもの安全に配慮して施設
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設備を活用していると思いますか
・項目 ₅　学校は，「個別の指導計画」や「個別
の教育支援計画」について話し合いの場を設け，
課題に取り組む姿勢があると思いますか
・項目25　子どもにとって，学校生活は楽しく充
実したものになっていると思いますか
　また，「満足度が低いが重要度は高い」項目は，
改善度が高い順に次の ₅つだった。
・項目14　学校行事や学習活動は子どもが楽しく
進んで取り組めるものになっていると思います
か
・項目 ₂　教職員は，学校や学部の教育目標の達
成に向け，協力して教育活動を行っていると思

いますか
・項目19　子ども同士のトラブルが起こらないよ
うな配慮は適切に行われていると思いますか
・項目18　子どもの興味関心に応えたり，得意な
ことを伸ばしたり，経験を広げたりする学習は
適切に行われていると思いますか
・項目23　保護者にとって進路選択の参考となる
情報の提供，施設や実習先の見学，相談への対
応などが十分に行われていると思いますか
（ 3）比較検討
　素朴分析で，「そう思う」「だいたいそう思う」
を合わせた割合が90％以上であり，かつ前年度
比最大の増加（12.6ポイント）を示した【項目19　

TABLE. ２　Ｈ27調査における改善度

FIG. １　平成27年度のＣＳグラフ
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子ども同士のトラブル防止の配慮】について，Ｃ
Ｓ分析では，「満足度が低いが重要度は高い」項
目であり，改善度は ₈番目であった。このこと
は，「そう思う」「だいたいそう思う」に着目した
分析では，見いだせない分析結果である。つまり
は，「あまりそう思わない」「そう思わない」への
着目と，目的変数との相関関係に着目する必要が
あった。これはＣＳ分析の特性が活きた事例であ
ろう。ただし，前年度比でのポイントの増加は確
かにあるので，改善方向で進んでいるという解釈
をしたいところである。

２�　「Ｈ28調査」における素朴分析とＣＳ分析の

比較検討

（ 1）素朴分析の結果
　回収率は96.6％（59名中57名から回収）であっ
た。
　報告書においては，各項目の「そう思う」「だ
いたいそう思う」を合わせた割合は，全27項目に
おける「肯定的評価」の割合は，23項目で90～
100％（前年度比＋ 3項目），₄項目で80～89％（前
年度比− 1項目）となり，昨年度と比較して肯定
的な評価が増加している，と概括していた。その
上で，「そう思う」「だいたいそう思う」の合計の
値が変動した項目として次の ₅項目を挙げていた
（文中【　】〈　〉の記号は原文のままである）。
なお，平成28年度では，項目 ₉を ₂つの項目に分
割したため，項目の番号が10以降では 1つずつ大
きくなる。つまり平成27年度でいう項目19は平成
28年度では項目20となっていることに留意された
い。
・【項目 ₉   学校医，相談機関との連携】82.5％（昨
年度は78.2％）
・【項目13　学校は，子どもの登下校の安全につ
いて配慮している】89.5％（昨年度は94.5％）

・【項目16　子どもに合った学習課題，指導・支援】
87.7％（昨年度は90.9％）
・【項目19　子どもの興味関心に応え得意なこと
を伸ばす適切な学習】87.7％（昨年度は90.9％）

・【項目20　子ども同士のトラブル防止の配慮】

86.0％（昨年度は89.1％）
（ ₂）ＣＳ分析の結果
　平成28年度の学校評価のＣＳグラフと改善度を
それぞれ FIG.2，TABLE.3にそれぞれ示した。こ
れらによれば「満足度が高くかつ重要度も高い」
項目は，改善度が低い順に次の ₂項目だった。
・項目 ₉　学校は，送迎や日中デイなどのサービ
ス事業者，学校医，相談機関などと連携し，必
要な支援を行っていますか
・項目25　学校と連携し充実したＰＴＡ活動が行
われていると思いますか
　また，「満足度が低いが重要度は高い」項目を
改善度が高い順に10項目挙げる。
・項目16　子どもに合った学習課題が用意され指
導・支援が行われていると思いますか
・項目19　子どもの興味関心に応えたり，得意な
ことを伸ばしたり，経験を広げるたりする学習
は適切に行われていると思いますか
・項目26　子どもにとって，学校生活は楽しく充
実したものになっていると思いますか
・項目15　学校行事や学習活動は，子どもが楽し
く進んで取り組めるものになっていると思いま
すか
・項目18　基本的生活習慣や挨拶などのマナー，
生活の技能を身に付ける学習は適切に行われて
いると思いますか
・項目12　学校は，子どもの安全に配慮して施設
設備を活用していると思いますか
・項目 ₅　学校は，「個別の指導計画」や「個別
の教育支援計画」について話し合いの場を設け，
課題に取り組む姿勢があると思いますか
・項目20　子ども同士のトラブルが起こらないよ
うな配慮は適切に行われていると思いますか
・項目13　学校は，子どもの登下校の安全につい
て配慮していると思いますか
・項目 ₈　学校は，地域住民の協力を得たり施設
開放などを行ったりして，地域連携に努めてい
ると思いますか
（ 3）比較検討
　素朴分析で，前年度比で数値が下降している項
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目【項目16　子どもに合った学習課題，指導・支援】
【項目19　子どもの興味関心に応え得意なことを
伸ばす適切な学習】【項目20　子ども同士のトラ
ブル防止の配慮】については，いずれもＣＳ分析
において改善度が高い項目でもあった。
　TABLE.2と TABLE.3を比較すると，次のように
解釈できた。いずれも，満足率偏差値の下降のみ
ならず，独立係数偏差値（重要度）の上昇があっ
た。すなわち，これらの項目に対する保護者の関
心がむいたインシデントがあったのだろう。ＣＳ
分析の結果からこのような質的な分析を加えるこ
とで解釈は深まり，対策につながるのではないか。
　また，項目20に関しては，満足率偏差値が前年

度比で上昇しているため，持続的に改善傾向にあ
ると理解したい。このように，ＣＳ分析によって
数値を多角的に見ることでその動的な位置づけを
確認することができるだろう。

３　「素朴分析」の課題とＣＳ分析の補完的な機能

　上記結果からは，数値の増減多少のみに着目し
た「素朴分析」よりも多角的な解釈が得られるこ
とが判った。具体的には，パーセンテージという，
いわば一次元の情報では価値判断がつきにくい。
ＣＳ分析における「満足度と重要度」という二次
元の情報によって価値判断ができるようになっ
た。

TABLE. ３　Ｈ28調査における改善度

FIG. ２　平成28年度のＣＳグラフ
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　さらに，ここでは「素朴分析」の課題と，その
補完としてＣＳ分析の機能を指摘する。
（ 1） 項目内容における抽象度の相違と改善の優

先度の明示
　そもそもの項目内容においては，抽象度が不統
一であった。多くは「項目16基本的生活習慣や挨
拶などのマナー，生活の技能を身に付ける学習は
適切に行われていると思いますか」のように具体
的である。具体的であれば，改善策を考えること
がしやすい。しかし，「項目26本校の教育に満足
していますか」についてはそれがしにくい。項目
内容の抽象度が高いためである。このような抽象
度の相違は，その後の改善の取組への接続を難し
くする。
　しかし，抽象度の高い「項目26本校の教育に満
足していますか」を目的変数とし，他の具体的な
内容を記した項目を説明変数とすることで，この
項目間の抽象度の異なりは建設的な意味をなす。
つまり本校の教育に満足する（目的）のためには，
「基本的生活習慣や挨拶などのマナー，生活の技
能を身に付ける学習」をどのようにしたらよいの
か（現状維持か，力点を置くのか）」という価値
判断ができるようになる。また，「基本的生活習
慣や挨拶などのマナー，生活の技能を身に付ける
学習」と他の項目内容（例えば「子ども同士のト
ラブルが起こらないような配慮は適切に行うこ
と」）について比較しどちらを優先課題とするの
かという価値判断ができるようになる。
（ ₂）数値の増減多少と前年度比における有意差
　「Ｈ27調査」において，前年度比における増減は，
最小差が2.8ポイント，最大差が12.6ポイントであ
る。そもそも，回答者の総数は55名であるから，
1人あたり1.8ポイントを占める。人数に換算す
ると最小差は1.5名，最大差は ₇名の回答の変動
に起因していた。ここでの増減の判断において
は，有意な差をどのように求めればよいのか。こ
れには統計的な検定方法が確立されており，それ
によって有意差を裏付けることが可能であろう。
　一方で，ＣＳ分析においては，増減多少の意味
を視覚的に把握し評価することもできる場合があ

る。例えば，「項目11（平成28年度では項目12）
学校は，子どもの安全に配慮して施設設備を活用
していると思いますか」では，平成27年度には，
ＣＳグラフにおいて「満足度が高くかつ重要度も
高い」とされたが，平成28年度になって「満足度
が低いが重要度は高い」とされ，座標を大きく変
えた。また改善度も上昇していたことから改善の
必要性を印象づけていた。

Ⅳ　まとめ

　ＣＳ分析は，多様な統計的な手法がある中で，
顧客の満足度を把握し改善を講じることを目的に
開発され，簡便な手続きをもってパッケージ化さ
れた手法である。それだけに，これによって提供
される分析結果は，「素朴分析」における課題の
いくつかを十分に補完し，改善に資する重要な知
見を提供するものであろう。
　しかし同時に，調査方法や分析方法は，改善と
いう目的を実現するための手段である。「Ｈ27調
査」の報告書には「保護者の皆様から100％満足
した評価をいただけるよう，真摯に日々の教育・
授業づくりに取り組んでいきたい」とある。ここ
に記された100％とは，一人一人の満足という意
味である。そもそも本校は回答者 1人あたりが1.8
ポイントを占める小さな集団であり，かつ，特別
支援学校においては教師と保護者が密接にかか
わる学校文化を有する。一人一人の満足の先に
100％があるという考えが根底にある。この趣旨
は「Ｈ28調査」の報告書においては「全体的な傾
向を把握するものではあるが，個別の事案や少数
意見を切り捨てるものではない。むしろ，全体的，
組織的に対応すべき事項を明らかにし，その上で
個別に対応すべき事項は何かを明らかにし，二段
構えでの改善を講じていこうとするものである」
として表現された。
　まさに学校評価では，調査および分析の結果を
いかに活用するのかが求められる。今後，ＣＳ分
析自体を学校評価の分析方法としての有用性を確
認しつつ，そこから得た分析結果を学校運営の実
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務として実践的に活用し，改善の取組への接続に
ついても検討したい。

注）ＣＳ分析のために，調査の回答を数値化した。
このとき「分からないので答えられない」を
「 3」とした。「分からないので答えられない」
の回答には「質問内容についての知識がない」
ことと「どちらでもない」が混在しているよう
でもあった。本来ならば「 3」を当てるよりも
除外し ₄件法として分析をすることが妥当であ
ろう。本試行においては，テキストに示された
₅件法の分析方法を忠実になぞることを優先し
たための判断であった。
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